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はじめに 

 大津市の市民センターは、地域コミュニティの拠点として、
現在、１学区１市民センターを設置しています。 
 今後、地域における課題やニーズが多様化、複雑化する中、
地域課題を住民自らが解決していく必要性が高まってきてい
ます。 
 そのため、生涯学習の拠点としての公民館機能は残しつつ、
地域コミュニティの活動拠点として市民センターをより活用し
ていくため、公民館のコミュニティセンター化と地域による自
主運営に取り組み、住民自治の確立されたまちづくりを推進
します。 
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市民センターとは？ 

４つの機能 
公民館機能 

地域自治機能 

防災機能 

証明書発行、届出、公共料金支払、行政相談 

地域団体の活動拠点や地域団体間の連絡調整 

貸館や各種講座の開催など地域の学びの場 

平時の防災拠点や災害時等の避難場所 

支所機能 
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支所機能 

住民票、戸籍謄抄本、 
印鑑証明書、所得証明書 
などの発行 

出生届などの戸籍の届出、 
転出入の届出、税の申告、 
保険や年金、福祉などの届出 
の受理 

市・県民税、固定資産税、 
国民健康保険料、保育料、 
水道料金などの支払の取扱 

保険や年金、福祉サービ
スに関する相談の対応 

市民センターとは？ 
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公民館機能 
・定期講座の開設 
・ホールや会議室などの貸し出し 
・公民館事業等の情報発信 
・各種団体等の連絡調整 

市民センターとは？ 
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公民館の利用者団体数の推移 

高齢化等により、利用者団体数、利用者団体会員数はともに減少傾向 
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県内他都市のコミュニティ 
センターと運営の状況 

地域住民が運営するコミュ
ニティセンターが増えてい
ます。 

地域な

どが運

営 
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43% 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理方法 

（県内91施設） 
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県内他都市のコミュニティセンターの状況 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

公民館 

草津市や長浜市、東近江市、栗東市、湖南市、 
 
野洲市では、公民館を全てコミュニティセンター 
 
化し、一部は地域が運営しています。 

※平成29年4月時点 
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市民センターのあり方 
検討の背景 

身近な行政窓口と地域活動の拠点として、市民センターを整備 

今まで 

施設の老朽化、少子高齢化の進行による人口構造の変化、
新しい市民ニーズへの対応、社会保障費の増加、証明書発
行件数等の減少、公民館のコミュニティセンター化 

大津市や市民センターを取り巻く環境が大きく変化 
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住み続けたいまち大津の実現 

持続可能なまちづくり 住民自治の確立 

多様化する地域課題を、地域で
解決できる仕組みづくりを行い、
住民自治の確立された魅力ある
まちづくりを実現する。 

市民センターのあり方を見直し、
必要な事業に予算や人員を集
中することで、将来にわたり持続
可能なまちづくりを実現する。 

コミュニティセンター化と自主運営 

市民センターのあり方 
検討の目的 

支所機能の見直しについては１年延期 
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公民館の 
コミュニティセンター化について 
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公民館の現状 

１．定期講座の開設 
２．討論会、講習会、展示会等の開催 
３．図書、資料等を備え、その利用を図る 
４．体育、レクリエーション等に関する集会 
５．各種の団体、機関等の連絡 
６．住民の集会その他の公共的利用 

公民館は、社会教育法の規定に基づいた社会教育施設として設置しています。 

事
業
内
容 
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大津市のコミュニティセンター 
の設置目的 

まちづくり・地域交流の拠点 ＋ 生涯学習の拠点  

コミュニティセンター設置の目的 

地域住民が気軽に 
集い、学べる場所 様々な人材の発見・ 

発掘が出来る場所 

住民同士の助け合いが 
生まれる場所 地域の抱える課題を 

解決する場所 

求められる役割 

住民自治の確立 
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多様化する地域・住民ニーズへの対応 

 住民ニーズに合った収益性のあるイベントを行いたい 
 地域づくりにつながるバザーをしたい 
 住民間の交流促進のための懇談会を開きたい 
 放課後の学習の場として利用したい        など 多様化するニーズ 

社会教育施設から 
コミュニティ施設へ 

これまでの生涯学習の場に加え、新たなニーズに対応した、 
住民にとってより使いやすい活動拠点が必要 

公民館の 
コミュニティセンター化 
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公民館とコミュニティセンターの比較 

項目 公民館 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
設置主体 教育委員会 市長部局 

根拠法令 社会教育法・地方自治法 地方自治法 

施設の性質 社会教育施設 コミュニティ施設 

主な 
事業内容 

１．定期講座の開設 
２．討論会、講習会、展示会等の開催 
３．図書、資料等を備え、その利用を図る 
４．体育、レクリエーション等に関する集会 
５．各種の団体、機関等の連絡 
６．住民の集会その他の公共的利用 

１．地域の主体的なまちづくり活動の推進に関する 
  こと 
２．地域の主体的な学びの推進に関すること 
３．地域の情報の収集及び発信に関すること 
４．コミュニティ活動の場の提供に関すること 
５．その他センターの設置の目的を達成するため 
  に必要なこと 

メリット 

・営利を目的としない講座の開催により、身近
な場所での学習機会の提供が可能 
・社会教育や人権教育などを行政の統一的な
考えのもと推進することが可能 

・生涯学習に加え、まちづくり活動など、施設の利
用の幅が広がり、有効活用が可能 
・社会教育法で制限されている営利利用などの制
限緩和 

デメリット 
・もっばら営利を目的とした活動の禁止など、利
用範囲への制限 

・生涯学習に対する地域の取り組み度合いの違い 
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大津市のコミュニティセンターについて 
 ～コミュニティセンター化の方向性～ 

①段階的なコミュニティセンター化 

•地域の事情を考慮し、公民館のコミュニティセンター化を進めます。 

②貸館の利用範囲の拡大 

•コミュニティセンターでは、施設管理上必要な制限のみ設け、より自由に使える施設とします。 

③使用料の見直し 

•コミュニティセンターの使用料はこれまでの公民館と同水準とし、市外居住者や営利目的の利用
については割増料金を設定します。 

④減免制度の維持 

•地域各種団体や市、利用者団体などによる利用については、公益性を考慮し、現行どおり全額利
用料を免除とします。 

⑤生涯学習専門員の配置 

•生涯学習の拠点として、地域の自主的・主体的な学びの支援を行うため、一定の期間、コミュニ
ティセンターにも生涯学習専門員を配置します。 
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公民館からコミュニティセンターへ移行する期日については、規則で別に定め
る日とし、移行するまでの間は、引き続き公民館として設置します。 

大津市のコミュニティセンターについて 
 ～①段階的なコミュニティセンター化～ 

A公民館 Aコミュニティセンター 
地域の事情を考慮し、
コミュニティセンターに
移行する日は、コミュ
ニティセンターごとに
規則で定めます。 

移行 
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現状（公民館） 
・専らの営利、特定の政党・宗教の支持や支援等に
つながる利用は禁止 

・飲食を主目的とする利用は不可 

・飲酒を伴う利用は不可 

・個人的な行事での利用は不可（住民の集会施設と
しての位置付け） 

コミュニティセンター 
・条例の目的（まちづくり）に沿ったものであれば、営利
目的の利用を可能とします。 

・飲食を主目的とする利用を可能とします。（施設の管
理上支障が生じる場合は使用を制限します。） 

・飲酒を伴う利用は原則不可とするが、地域行事に係
るもので、センター長が認めるものは可能とします。 

・個人での利用を可能とします。 

コミュニティセンターは、公の施設として、施設管理上必要な制限のみ
設け、より自由に使える施設とします。 

大津市のコミュニティセンターについて 
 ～②貸館の利用範囲の拡大～ 

・地域住民を対象とした講演会、コンサート、著名人等の有料講座等 
・地域住民を対象とした商品の展示・説明会等   
・民間教育事業者によるバレエやピアノ教室の学習成果発表会 
・地域行事に関連した懇親会  ・児童等による放課後の学習利用   など 

新たに可能と
なる使用例 
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  市外居住者の利用は５割増、営利利用は１０割増とします。 

 割増料金の導入 

 
  市内居住者によるコミュニティセンターの使用料は、現行の公民館の 
  使用料と同水準とします。 

 これまでの公民館の使用料と同水準 

大津市のコミュニティセンターについて 
 ～③使用料の見直し～ 
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大津市のコミュニティセンターについて 
 ～④減免制度の維持～ 

地域の各種団体とは・・・ 
自治会、社会福祉協議会、健康推進協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ、
体育協会、人推協、文化協会 など 

地域の各種団体や市の利用については、使用料の全額免除と
年間の優先予約を可能とします。 

利用者団体については、現行通りの登録要件とし、使用料の全
額免除と年間の優先予約を可能とします。 
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大津市のコミュニティセンターについて 
 ～⑤生涯学習専門員の配置～ 

生涯学習の拠点として、地域の自主的・主体的な学びの支援を行うため、
一定の期間、コミュニティセンターにも生涯学習専門員を配置します。 

 生涯学習専門員の配置 

コミュニティセンター 

（市の直営） 

コミュニティセンター長 

 （支所長が兼務） 
生涯学習専門員 

コミュニティセンター職員 

 （支所職員が兼務） 

１．地域の主体的なまちづくり活動の推進に 
  関すること 
２．地域の主体的な学びの推進に関すること 
３．地域の情報の収集及び発信に関すること 
４．コミュニティ活動の場の提供に関すること 
５．その他センターの設置の目的を達成する 
  ために必要なこと 

事 

業 

内 

容 
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大津市のコミュニティセンターについて 
 ～条例の基本的な考え方～ 

項目 内容 備考 

設置目的 
地域の多様な主体による協働のまちづくりを推進するた
め、大津市コミュニティセンターを設置する。 

コミュニティセンターは、地域課
題を住民自らが解決し、住み良
いまちづくりを行うための拠点とし
て、各地域に設置します。 

事業内容 

①地域の主体的なまちづくり活動の推進に関すること。 
②地域の主体的な学びの推進に関すること。 
③地域の情報の収集及び発信に関すること。 
④コミュニティ活動の場の提供に関すること。 
⑤その他センターの設置の目的を達成するために必要
なこと。 

まちづくり協議会や各種団体の
支援、必要な情報や学習機会
の提供、地域情報の収集と、広
報紙やホームページ等による発
信などを主な事業として実施し
ます。 

使用の許可 
の制限 

①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 
②センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損するお
それがあるとき。 
③その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

コミュニティセンターは地方自治
法第２４４条に定められた公の
施設として、施設管理上必要な
制限のみ設けます。 



Lake Biwa 

Otsu City 24 

大津市のコミュニティセンターについて 
 ～条例の基本的な考え方～ 

項目 内容 備考 

利用料金 
会議室等の利用料金の額は、条例に掲げる額を上
限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるも
のとする。 

上限額は、公民館での使用料と
同水準となります。 

利用料金の
減免 

市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金
を減額し、又は免除することができる。 

地域各種団体や市、利用者団
体などによる利用については、
公益性を考慮し、現行どおり全
額利用料を免除とします。 

指定管理者
による管理 

センターの管理は、指定管理者に行わせることができ
る。 

－ 

施行期日 
コミュニティセンターへの移行は、令和２年４月１日か
ら令和７年４月１日までの間においてそれぞれ規則で
定める日から施行する。 

規則で期日を定める際には、地
域の意向や事情を考慮し、移行
するまでの間は、引き続き公民
館として設置します。 
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コミュニティセンターの自主運営 
について 
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コミュニティセンター移行の 
フローチャート 

 
 

 

•まちづくり協議会の設立とコミュニティセンターの自主運営に向けた準備 

地域 

•まちづくり協議会の総会においてコミュニティセンターの自主運営について議決 

地域 

•まちづくり協議会から市に対してコミュニティセンターの自主運営の申入書の提出 

地域 

•コミュニティセンターの自主運営に資するまちづくり協議会としての審査及び指定 （※指定要件は別途定める） 

市 

•コミュニティセンター移行の決定と自主運営の方法（委託、指定管理者制度）の判断 

市 

•コミュニティセンター移行のための施行期日を定める規則の制定と自主運営に向けた手続き 

市 

コミュニティセンターへの移行と自主運営の実施 
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コミュニティセンターの自主運営について 
 ～自主運営への段階的な移行～ 

移 
 

行 

 

公民館 
 ① 市直営（業務委託無し） 
 ② 自主運営試行（運営業務委託） 
 

コミュニティセンター 
 ③ 運営業務委託パターン１（生涯学習専門員配置） 
 ④ 運営業務委託パターン２（生涯学習専門員配置なし） 

 
 

コミュニティセンター 
 ⑤ 指定管理者制度（市職員配置なし） 

 

市直営施設 

指定管理者運営施設 
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コミュニティセンター運営のパターンと 
人員体制 

・ 現状の生涯学習専門員の約7割以上が週４日の勤務です。 
・ 現時点の業務の範囲での委託料及び指定管理料の試算であり、業務範囲の変更に伴い金額も変更となる可能性があります。 

施設形態 運営形態 
人員体制 

業務分担 
委託料 

指定管理料 市 地域 

公民館 

  

①市直営 

・公民館長1名 

（支所長兼務） 
・生涯学習専門員1名 

なし 
【市】公民館業務全般 

【地域】なし 
なし 

運
営
業
務
委
託 

自
主
運
営
試
行

② 

・公民館長1名 

（支所長兼務） 
・生涯学習専門員1名 

あり 

【臨時職員(週2日) 

1 名 雇 用 相 当
分】・・・a 

【市】 
・下記以外の公民館業務全般 

【地域】 
・公民館講座の実施や広報紙の 

作成等の業務 

約78万円 

(a65万円× 

事務管理費10％×1.1) 

コミュニティ 

センター 

パ
タ
ー
ン
１ 

③ 

・コミセン長1名 

（支所長兼務） 
・生涯学習専門員1名 

あり 

【臨時職員1名雇用
相当分】・・・b 

【市】 
・貸室の許認可 

・地域の主体的な学びの支援 

・まちづくり協議会の支援 

・地域内の連絡調整 

【地域】 
・貸室の受付（許認可除く）や広
報紙の作成、軽微な施設管理等
の業務 

約233万円 

(b193万円× 

事務管理費10％×1.1) 

パ
タ
ー
ン
２ 

④ 

・コミセン長1名 

 （支所長兼務） 

あり 

【臨時職員1名＋嘱
託職員（週4日）1名
雇用相当分】・・・c 

約552万円 

(c457万円× 

事務管理費10％×1.1) 

コミュニティ 

センター 
⑤指定管理
者制度 

なし 

あり 

【臨時職員1名＋嘱
託職員1名雇用相
当分】・・・d 

【市】 
・地域の主体的な学びやまちづく
り活動の支援（本庁担当課） 
【地域】 
・コミュニティセンター業務全般 

約597万円 

((d478万円+講座開設費+

事務管理費等)×1.1) 
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コミュニティセンター従事者 

（地域雇用） 

学区まちづくり協議会 大 津 市 

雇
用
経
費 

コミュニティセンター 

・貸館 
・施設点検 
・広報紙作成 
・自主事業 

管理運営 

指定管理料 

コミュニティセンター利用者 

利用料金収入 

事業収入 

施
設
の 

 

維
持
保
全 

指定管理者制度による自主運営の 
イメージ 
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市全体の自主運営移行スケジュール 

コミュニティセンター 
【地域が運営】 

体制の整った学区から 
段階的に移行 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

公民館 
【市 が 運 営】 

公民館長 
（支所長兼務） 
生涯学習専門員 

コミュニティセンター長 
（支所長兼務） 

 

生涯学習専門員 

コミュニティセンター 
従事者 

（地域雇用） 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
化 

 

開
始 

 


